
　下関市では、ガソリン代等物価高騰のなかで、ファミリー・サポート・センター事業における子ども

の預かり、送迎等の援助活動を推進するため、援助活動に携わった「提供会員」に対し て、助成金

を交付します。

助成対象 令和５年１０月１日（日）～令和６年 ３月３１日（日）の
援助活動（預かり、送迎）に携わった提供会員

助成額

手続きの流れ

下関市ファミリー・サポート・センター事業
援助活動臨時助成金のご案内

①申請
（申請に必要な書類
をご提出ください。）

②交付決定
（市が交付決定通知
書を送付します。）

ひと月の援助
活動が完了

③助成金の入金
（交付決定後、３０日以内に
入金します。）

※裏面に交付申請書記入例がありますので、ご確認ください。　　裏面へ続く

　【提出先・問合せ先】　下関市こども未来部子育て政策課 　  

　○郵送・持参の場合　〒750-8521 下関市南部町１番１号

　                          　　下関市役所本庁舎東棟１階（窓口：C1番）

　○電　　 話：　０８３-２３１-１３５３

　○ E-mail：　kmkosoda@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

①郵送・持参　② E-mail　③ファミサポＬｉｎｅのいずれか

（１）下関市ファミリー・サポート・センター事業援助活動臨時助成金 交付申請書兼請求書

　　（様式第１号） 

（２）援助活動報告書（月間の活動完了後にセンターに提出する報告書）

（３）振込口座の通帳裏表紙のコピー（初回のみ）

活動報告書をセンターに提出する際に、申請書を提出してください。

提出方法

申請に必要な書類

子ども１人 兄弟姉妹で２人目以降

１時間以内 ２００円 １００円

１時間を超える場合、
３０分ごとに

１００円 ５０円



【交付申請書への活動時間の記入について】　
○１時間未満の援助活動は、「１時間」に切り上げてください。
　　　（例）援助活動の報告書　２５分⇒１時間計上
○１時間以上の援助活動は、「３０分単位」に切り捨ててください。
　　　（例）援助活動の報告書　１時間４０分⇒１時間３０分計上
　　　　　　援助活動の報告書　３時間１０分⇒３時間計上

日付 時間数 子ども 助成金

11月4日
25分

→1時間
1人 200円

11月11日
1時間15分
→1時間

1人 200円

11月18日 3時間 2人 900円

　 　 　 1300円

（200円×3時間）＋（100円×3時間）
　　　　子ども１人目　　　　　　子ども２人目以降

日付 時間数 子ども 助成金

10月11日
3時間10分
→3時間

1人 600円

10月18日 4時間 2人 1200円

10月25日
1時間40分
→1.5時間

1人 300円

　 　 　 2100円

日付 時間数 子ども 助成金

12月26日 8時間 1人 1600円

12月27日 5.5時間 1人 1100円

12月28日 3時間 3人 1200円

　 　 　 3900円

（200円×3時間）＋（100円×3時間）×2人
　　　　子ども１人目　　　　　　子ども２人目以降

【計算例１】

【計算例２】

【計算例３】

　　○助成金の計算方法等で不明な点がありましたら、子育て政策課までお問合せください。
  　　申請書作成のお手伝いも承りますので、お気軽にどうぞ。
　　
　 ○助成金のホームページをご覧ください。
　
　　・助成金の計算が スムーズになる「助成金計算シート」を公開しています。

　　・電子データの申請様式を公開しています。
　　　必要な場合は、QRコードよりダウンロードしてください。

※ホームページ
　 はこちらから


